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   第 ２ 回  熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

令和４年４月27日(水曜日) 

            午後１時58分開議 

            午後２時58分休憩 

            午後３時２分開議 

            午後３時54分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 令和４年度主要事業等の説明 

   ――――――――――――――― 

出 席 委 員(７人) 

        委 員 長 西  山 宗  孝 

        副委員長 島  田    稔 

        委  員 前 川   收 

        委  員 小早川  宗  弘 

        委  員 緒 方 勇 二 

委  員 河 津 修 司 

委  員 城 戸   淳 

欠 席 委 員(１人) 

        委  員 磯 田   毅 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 竹 内 信 義 

       政策審議監 阪 本 清 貴 

      生産経営局長  本 亮 治 

      農村振興局長 清 藤 浩 文 

        森林局長 大 岩 禎 一 

        水産局長 渡 辺 裕 倫 

    農林水産政策課長 德 永 浩 美 

団体支援課長 加 藤 栄 一 

 流通アグリビジネス課長 藤 由   誠 

      農業技術課長 髙 野   真 

政策監 武 田 好 文 

      農産園芸課長 池 田 健 三

        畜産課長 鬼 塚 龍 一 

  農地・担い手支援課長 中 島   豪 

 

       首席審議員 

兼農村計画課長 青 木 公 平 

      農地整備課長 永 田   稔 

     むらづくり課長 𠮷 住 俊 郎 

      技術管理課長 伊 藤 寿 朗 

      森林整備課長 笹 木 征 道 

      林業振興課長 廣 田 邦 彦 

森林保全課長 中 尾 倫 仁 

      水産振興課長 森 野 晃 司 

    漁港漁場整備課長 植 野 幹 博 

農業研究センター所長 下 田 安 幸 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 平 江 正 博 

     政務調査課主幹 植 田 晃 史 

――――――――――――――― 

  午後１時58分開議 

○西山宗孝委員長 少し時間早いですが、た

だいまから第２回農林水産常任委員会を開会

いたします。 

 本日の委員会には、傍聴の申出はあってお

りません。 

 まず、開会に当たりまして、一言御挨拶を

申し上げます。 

 ３月の第１回常任委員会で、常任委員長に

推挙いただきました西山宗孝でございます。 

この１年間、島田副委員長と一緒に委員会の

運営を一生懸命やってまいりますので、どう

かよろしくお願いします。 

 また、委員におかれましても、この１年間

一生懸命やってまいりますので、御指導、御

鞭撻を賜りますように心からお願いを申し上

げます。よろしくお願いします。 

 執行部におかれましては、竹内部長はじめ

幹部の皆様ばかりでございます。国内外の情

勢は御承知のとおりでございます。本県の委

員会に附属します所管の事業関係に限らず、

ほかのところもほとんどの影響があってくる
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と思いますので、どうかそういったところも

踏まえて、これまで以上に執行部の皆様の積

極的な御協力を賜りたいと思います。どうか

よろしくお願いします。 

 御挨拶に代えさせていただきます。よろし

くお願いします。 

 続いて、島田副委員長が御挨拶をいたしま

す。 

 

○島田稔副委員長 皆さん、こんにちは。 

 さきの第１回農林水産常任委員会におい

て、副委員長に就任をさせていただきまし

た。 

 西山委員長をしっかり補佐しながら、円滑

なる委員会運営に努めてまいる所存でござい

ますので、竹内部長をはじめ執行部の皆さん

方、そして委員会の先生方にはよろしくお願

い申し上げまして、簡単ですが御挨拶に代え

ます。よろしくお願いします。 

 

○西山宗孝委員長 本日は、新型コロナウイ

ルス感染対策として、３密を防ぐため、次第

に記載のとおり、執行部の説明と質疑応答を

２つのグループに分けて実施することとして

おります。 

 なお、今回は執行部を交えての初めての委

員会でありますので、初めに執行部の幹部職

員の自己紹介をお願いいたします。課長以上

につきましては自席からの自己紹介とし、審

議員ほかについては、お手元にお配りしてお

ります幹部職員名簿により紹介に代えさせて

いただきます。 

それでは、竹内農林水産部長から、幹部職

員名簿の順番により、自席から自己紹介をお

願いいたします。 

  （竹内農林水産部長、阪本政策審議監～

下田農業研究センター所長の順に自己

紹介） 

○西山宗孝委員長 ありがとうございまし

た。１年間このメンバーで審議を行いますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、主要事業等の説明に入ります。 

なお、本日の委員会はインターネット中継

を行っておりますので、委員並びに執行部に

おかれましては、発言内容が聞き取りやすい

ように、マイクに向かって明瞭に発言をいた

だきますようお願い申し上げます。 

 執行部からの説明は、効率よく進めるた

め、着座のまま簡潔にお願いいたします。 

 それでは、農林水産部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

いたします。 

 

〇竹内農林水産部長 改めまして、西山委員

長、島田副委員長をはじめ委員の皆様方に

は、この１年間どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 本日の委員会では、当部における本年度の

主要事業等について御説明させていただきま

すが、これに先立ちまして、まず２点御報告

させていただきます。 

 １点目は、県産アサリの産地偽装への対応

についてです。 

 ２月１日の知事による熊本県産アサリ緊急

出荷停止宣言以降、約２か月間の出荷停止措

置を経て、４月12日には純粋な県産アサリを

消費者の皆様に確実にお届けする熊本モデル

の出荷が再開されました。 

 17日には知事によるトップセールスを行

い、多くの県民の皆様に、熊本生まれ、熊本

育ちの県産アサリを購入いただきました。モ

デル販売協力店からも、販売は好調であった

と伺っております。 

 今後も、くまモンシールが貼られている純

粋な県産アサリをより多くの方々に御購入し

ていただけるよう、熊本モデルによる出荷体

制を確立してまいります。 

 さらに、純粋な県産アサリを守り育て、適

正に流通、販売し、消費者の信頼回復につな

げていくための条例を６月定例会に提案でき
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るよう、現在パブリックコメント手続中であ

り、広く県民の皆様などからの意見を募集し

ているところです。 

 今後も、関係機関の皆様と力を合わせて、

熊本ブランドの信頼回復に全力で取り組んで

まいります。 

 ２点目は、原油価格、物価高騰等の農林水

産業に対する影響への対応についてです。 

 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化

に加え、ウクライナ危機の影響等により、農

林水産業におきましても燃油、飼料及び資材

の価格高騰などの影響が見られております。 

 そこで、４月18日に国に対して、原油価

格、物価高騰等総合緊急対策に向けた緊急要

望を行いました。県におきましても、引き続

き、農林水産業への影響を注視しつつ、生産

者の皆さんへの情報収集や現場の状況把握を

行うとともに、国の経済対策も積極的に活用

し、適時適切な対応を講じてまいります。 

 それでは、農林水産部における主要事業の

概要について御説明いたします。 

 令和４年度は、令和２年７月豪雨及び熊本

地震からの創造的復興、新型コロナウイルス

感染症拡大への対応にしっかりと取り組むと

ともに、将来に向けた地方創生の取組を推進

することで、本県農林水産業の持続的な発展

の実現に取り組んでまいります。 

 まず、令和２年７月豪雨及び熊本地震から

の創造的復興につきましては、農地や山腹、

渓流、林道などの農林関連施設等の早期復旧

を着実に進め、緑の流域治水の一環である田

んぼダムの取組の推進に引き続き取り組んで

まいります。 

 また、熊本地震からの創造的復興の総仕上

げとなる大切畑ダムの復旧につきましても、

令和７年度の完了に向け着実に取組を進めて

まいります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症への対応

につきましては、これまで市町村や関係団体

と連携し、国の経済対策を最大限活用しつ

つ、県独自の対策を組み合わせながら、品目

に応じてきめ細かに対応してきました。 

 今後も、農林漁業者が安心して経営を継続

できるよう、適時適切に対応してまいりま

す。 

 最後に、将来に向けた地方創生の取組等に

つきましては、スマート農業推進等による生

産力、産地力の向上、次世代のくまもと農林

水産業を担う人材の確保、育成により、稼げ

る農林水産業の実現に取り組みます。 

 また、熊本型みどりの食料システム戦略と

して、環境負荷軽減につながる技術開発や現

地検証等を推進するとともに、ＧＩＳなどの

デジタル技術の活用、県内中山間地域の魅力

を発信して、関係人口や移住、定住の拡大を

図るスーパー中山間地域の取組にも力を入れ

てまいります。 

 これらの取組を進めるため、令和４年度当

初予算では、一般会計で727億円余を計上し

ております。 

 詳細につきましては、この後それぞれ担当

課長から説明させますので、どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 

○西山宗孝委員長 ありがとうございます。 

 引き続き、担当課長から順次説明をお願い

いたします。 

 

〇德永農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産常任委員会説明資料、令和４年度

主要事業及び新規事業について説明させてい

ただきます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 農林水産部の機構図でございます。本庁

は、５局16課の体制となっております。 

 右下の枠が、広域本部、地域振興局等組織

でございます。 

 記載をしておりませんが、今年度県北の菊

池台地土地改良課を県北農地整備課に統合、
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球磨の川辺川土地改良課を球磨農地整備課に

統合しております。 

 ３ページは、各課の担当事務の概略を示し

ております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 令和４年度当初予算の総括表でございま

す。 

 本年度予算額、(A)欄の一番下でございま

すが、２月定例会において御承認いただいた

農林水産部全体の予算は、総額で737億円余

となっております。 

 ５ページには、平成27年度以降の当初予算

額の推移を掲載しております。 

 熊本地震以降、平成29年度にピークとな

り、それ以降は令和２年度まで漸減傾向にあ

りましたが、令和２年７月豪雨被災を受け、

令和３年度から復旧、復興のための予算が計

上されている状況となっております。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 令和４年度主要な施策でございます。 

 ６ページ上の枠囲みの中に、方針を記載し

ております。 

 １つ目として、令和２年７月豪雨や熊本地

震からの復旧、復興を着実に進めるととも

に、新型コロナウイルス感染症による影響を

受けた農林水産業者の経営維持、再建を図る

こととしております。 

 ２つ目として、本県の農林水産業を持続的

に発展させるため、環境への負担軽減を前提

とした稼げる農林水産業の実現を目指すこと

としております。 

 その下、水色の字で、１、令和２年７月豪

雨、熊本地震からの創造的復興関連、２、新

型コロナウイルス感染症への対応関連、３、

将来に向けた地方創生への取組関連として、

区分して各事業を掲載しております。 

 この後、令和４年度主要事業及び新規事業

につきまして、主なものを各課から御説明申

し上げます。 

 ７ページ左下に、資料に用いている凡例に

ついて、説明欄を設けております。 

 該当事業には、コロナ対策、７月豪雨、熊

本地震、強靱化、ＴＰＰ等と記載しておりま

す。 

 ８ページをお願いします。 

 補足説明資料としまして、新型コロナウイ

ルス感染症の農林水産物への影響と対応を整

理しております。上の枠囲みに概要を記載し

ております。 

 令和２年１月から農林水産物への影響を把

握してまいりまして、令和４年３月までの影

響額合計は149億円です。 

 全国的に緊急事態宣言が発令された令和２

年４月から５月を中心に、畜産物、水産物、

野菜、花卉等幅広い品目で影響が見られまし

たが、その後は生産量調整や新たな販路開拓

等の取組により、全体としては影響は軽減傾

向となっています。 

 今後もコロナ禍の状況を注視し、農林漁業

者への影響を見極めつつ、必要な支援を適宜

実施してまいります。 

 農林水産政策課は以上でございます。 

  

〇加藤団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 10ページをお願いいたします。 

 10ページから次ページにかけましては、農

林水産業制度資金の一覧表となります。 

 11ページの表の最下段、総計欄の融資枠を

御覧ください。 

 令和４年度における制度資金全体の融資枠

につきましては、新型コロナウイルス対策、

経営安定資金や明許繰越しをした熊本県アサ

リ等緊急対策資金等を合わせまして、237億

円余となっております。 

 次に、中段の収入保険の推進につきまして

は、熊本県農業共済組合が行います収入保険

の保険料低減の取組及び周知啓発を図る経費

に対する助成となります。 

 加入実績としましては、令和４年３月末で
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2,988経営体となっておりますが、今年度は

制度内容も一部拡充し、目標とします3,540

経営体の達成はもちろんのこと、さらなる加

入増加を目指しまして、加入促進及び広報の

活動を積極的に展開してまいります。 

 次に、最下段の漁業協同組合の組織運営の

適正化の推進につきましては、新規事業で、

監査の専門家であります公認会計士を任用

し、漁協に対する検査、指導体制の強化のた

めの経費となります。 

 団体支援課は以上です。 

 

〇藤由流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 項目上段の1、先進性の高い高付加価値化

商品開発・販路拡大支援等の推進に関しまし

て、説明欄の事業、地域未来モデル事業(農

林水産分野)におきまして、(1)の事業で企業

等への拠点施設整備に対する助成を行いま

す。 

 それから(2)、(3)で、県南のフードバレー

の地域の地域を引っぱっていく牽引事業者の

皆さんの施設整備に対するハード事業、それ

からソフト支援を行ってまいります。 

 (3)に関しましては、７月豪雨分としまし

て、球磨川流域の農産物の販路拡大に対する

支援を行ってまいります。 

 それから、項目２の地産地消の推進に関し

ましては、くまもと地産地消推進県民条例の

理念に沿いまして、ＤＸあるいはＳＤＧｓな

ど新しい視点を取り入れながら、地産地消の

機運を盛り上げるものでございます。 

 くまもと地産地消革新プロジェクト事業と

しまして、これは組替え新規の事業になりま

すが、一番下の(5)のところに革新プロジェ

クト事業、こちらを推進してまいりたいと思

っております。 

具体的には、県の公式ＳＮＳを活用しまし

て、県民相互の情報発信を強化する、あるい

は真ん中の県民参加型イベントの実施、それ

から一番下になりますが、地産地消によるＳ

ＤＧｓに取り組む企業への助成、この辺りを

新しく進めてまいりたいと思っております。 

 13ページになりますが、３番、企業の農業

参入の推進に関しまして、新しい担い手とし

まして、農業への参入を希望する企業に対し

まして総合的な支援を行い、企業の農業参入

の促進と定着化を図ってまいります。 

 企業の農業参入トータルサポート事業にお

きまして、各段階に応じた支援を３つに分け

て支援をしていきたいと思っております。 

 １つ目が、まず、そういった企業を発掘、

誘致する事業としまして、企業訪問やセミナ

ー等を実施していきます。 

 それから、参入して間もない企業に対しま

しては、初期投資を支援するスタートアップ

支援事業を実施していきたいと思います。 

 それから３番目で、規模を拡大する企業に

関しましては、ステップアップ支援事業とい

うことで対応していきたいと思っておりま

す。 

 いずれに関しましても、こちらの企業、そ

れから農業の皆様のニーズをしっかり拾い上

げた上で対応していきたいというふうに思い

ます。 

 それから、こちらに関しましても令和２年

の７月豪雨被災地枠としまして、こちらは球

磨川の地域に関しまして、補助率３分の１を

２分の１にかさ上げするという対応をいたし

ております。 

 流通アグリビジネス課は以上でございま

す。 

 

〇髙野農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 14ページをお願いします。 

 熊本型みどりの食料システム戦略の推進に

ついては、2050年までにＣＯ₂排出ゼロや化

学農薬、化学肥料の大幅削減等を目指す国の
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施策に基づきまして、県として稼げる農業と

環境にやさしい農業の両立を図るため、新技

術の開発や有機農業の推進等に取り組むとと

もに、消費者への情報発信を強化し、広く県

民全体の機運の醸成を図ることとしておりま

す。 

 本年度は、農研センターを中心としまし

て、説明欄(1)みどりのイノベーション事業

及び(3)くまもと施設園芸ゼロエミッション

化対策事業などで化学肥料、農薬の削減や重

油暖房の縮小を、(5)国産濃厚飼料生産拡大

推進事業や(6)高品質堆肥生産・流通促進事

業などで飼料の国産化や堆肥活用など、環境

負荷低減に向けました新技術の開発や現地実

証などを行うほか、(7)みどりの食料システ

ム戦略地域支援事業で、市町村等の取組に対

する助成を行うほか、4月22日に成立いたし

ましたみどり新法の制定に伴う県、市町村の

基本計画策定を進めてまいります。 

 下のページの上段、スマート農業の推進に

つきましては、情報プラットフォームであり

ますホームページのシステム整備やコンテン

ツ拡充により普及活動の高度化を図るととも

に、自動操舵システムやアシストスーツ等の

スマート農業技術の現地実証、性能評価を行

うものでございます。 

 下段の病害虫の防除の推進は、植物防疫法

に基づく発生予察事業を実施するとともに、

重要害虫であるミカンコミバエについて、ト

ラップの増設による侵入警戒調査と、４月、

５月に予防的防除を行い、もし侵入が確認さ

れた場合は速やかに初動防除に取り組むこと

としております。 

 16ページをお願いします。 

 上段の地下水と土を育む農業の推進は、条

例に基づき策定した第２期地下水と土を育む

農業推進計画に沿って、県民の理解促進、消

費拡大の推進や、土づくりを基本に農薬や化

学肥料を削減するグリーンの農業の推進、県

内大学等と連携した調査研究などを行うもの

でございます。 

 下段の農業研究センター試験研究費は、稼

げる農業の実現に向け、重点化、効率化を図

りながら試験研究に取り組むもので、耕種部

門では、県オリジナル品種の育成や品質、収

量を高める技術、畜産部門では、家畜の肉種

改良に必要な技術や飼料の自給率向上と低コ

スト生産、阿蘇草原の利用技術の開発などを

行います。 

 農業技術課は以上です。 

 

〇池田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 17ページをお願いします。 

 まず、上段１、コロナ禍からの農業経営回

復支援についてです。 

 (1)新型コロナ事業者支援緊急対策事業

は、ＪＡや農業法人等が実施する米や園芸作

物の販路拡大や所得回復の取組に対する助成

でございます。 

 (2)園芸・特産事業者緊急支援事業は、燃

油や資材高騰対策として、農業者が行う省コ

スト資材導入に対する助成でございます。生

産経費の削減や収量、品質向上による所得の

回復を支援してまいります。 

 (3)主食用米生産・販売力強化緊急支援事

業は、米農家が行います農業経費低減や販売

金額増の取組に対する助成でございます。農

家が経営を継続するためのコスト低減や、品

質向上に向けた技術や資材の導入等を支援し

てまいります。 

 (4)水田農業作付転換緊急支援事業は、主

食用米から需要が見込まれる飼料用米等への

転換に対する助成でございます。 

 (5)くまもと農業人財総結集支援事業は、

新型コロナによる外国人材の入国制限に対応

するため、臨時的に人材を確保するＪＡ等出

荷団体に対する助成でございます。 

 次に、下段の２、ＤＸの推進についてで

す。 
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 (1)次世代型果樹園モデル実証事業は、省

力化栽培技術とスマート機器装備による労働

生産性の高い果樹経営モデルの実証に対する

助成でございます。 

 (2)デコポン管理ＤＸ推進事業は、近年、

デコポンの貯蔵段階で腐敗が発生しており、

その解決に向け、貯蔵環境等のデータ収集に

よるマニュアルの作成や管理の省力化に向け

た実証に対する助成でございます。 

 18ページをお願いします。 

 上段の(3)「ゆうべに」ブランド推進・出

荷体制構築事業は、ゆうべにの栽培面積拡大

に向けた作業省力化の実証とブランド確立の

ための商品開発、ＰＲ等に対する助成でござ

います。ＤＸにより、労働負担の大きい摘果

作業や選別作業の省力化を進めてまいりま

す。 

 (4)新たな野菜産地営農体系構築事業は、

全国一の産地でございますスイカの維持と技

術の継承を図るため、トップレベルの栽培技

術をデジタル化、あるいはマニュアル化する

ことに要する経費でございます。 

 (5)花き管理ＤＸ推進事業は、カスミソウ

の品質高位平準化や計画出荷を図るため、栽

培技術等のデータ化、いわゆる見える化に要

する経費でございます。 

 次に、下段の３、産地生産力の強化支援に

ついてです。 

 (1)強い農業づくり支援事業、(2)産地パワ

ーアップ事業の２事業につきましては、国の

事業でございますが、生産性や収益性向上に

向けた施設や機械等の導入に対する助成でご

ざいます。 

 (3)攻めの園芸生産対策事業は、野菜、果

樹、花卉の生産力の向上、気象災害に負けな

い産地づくりに必要な施設や機械等の導入に

対する助成でございます。 

 (4)くまもと土地利用型農業競争力強化支

援事業は、集落営農法人の労働生産性向上の

取組や土地利用型農業におけるコストの削

減、あるいは中山間地域での機械の共同利用

に必要な施設整備、機械導入に対する助成で

ございます。 

 (5)持続的露地野菜産地育成事業は、バレ

イショの産地形成に要する経費や実需者ニー

ズに対応した露地野菜の生産拡大に対する助

成でございます。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

〇鬼塚畜産課長 畜産課でございます。 

 19ページをお願いします。 

 １、畜舎施設整備の推進でございます。 

 (1)畜産クラスター事業でございますが、

これは、各地域の畜産関係者が連携、結集し

た畜産クラスター協議会を設立し、クラスタ

ー計画を策定するとともに、その計画に位置

づけられた中心的な経営体が行う施設整備等

に対して助成するものでございます。 

 (2)畜舎特例法事務事業でございます。こ

れは、本年４月１日に施行された畜舎等の建

築等及び利用の特例に関する法律、いわゆる

畜舎特例法に係る畜舎の審査等を行うもので

ございます。 

 下段の２、環境と調和した畜産の推進でご

ざいます。 

 (1)環境保全型農業総合支援事業でござい

ますが、これは、良質堆肥生産や家畜排せつ

物の適正な処理に資する施設整備及び耕畜連

携の促進に資する取組に助成するものでござ

います。 

 (2)ＢＯＤ監視システム普及・定着実証事

業でございます。これは、主に養豚で利用さ

れております汚水処理施設の効率的な稼働を

行うためのＢＯＤ監視システムを実証するも

のでございます。 

 20ページをお願いします。 

 ３、家畜防疫の推進でございます。 

 (1)家畜伝染病防疫対策事業でございます

が、これは、家畜伝染病の発生及び蔓延を防

止するための各種検査や畜産農家への指導、
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発生時の危機管理体制の整備を実施するもの

でございます。 

 (2)畜産防疫体制強化事業でございます。

これは、野生動物侵入防止対策や消毒機材導

入などの防疫体制強化の取組を行う畜産関係

団体等に対して助成するもので、国の消費・

安全対策推進交付金を活用して実施するもの

でございます。 

 (3)家畜保健衛生所施設整備事業のうち野

生動物専用検査施設整備費でございます。こ

れは、野生動物と家畜の病性鑑定施設を別に

し、交差汚染を防止するために野生動物専用

検査施設を整備するものでございます。 

 (4)野生イノシシ豚熱検査体制強化事業で

ございます。これは、野生イノシシの豚熱ウ

イルスの浸潤状況の調査を実施するものでご

ざいます。 

 下段の４、県産牛肉のブランド力向上推進

でございます。 

 (1)全国和牛能力共進会出品体制強化事業

でございますが、これは、５年に１回開催さ

れる全国和牛能力共進会が、本年10月に鹿児

島県で開催されますが、その出品に係る県の

負担金及び団体等への助成でございます。 

 (2)「くまもとの牛肉」首都圏流通ルート

開拓支援事業でございます。これは、熊本黒

毛和牛などの熊本の牛肉の全国的な認知度向

上や首都圏への販路拡大を目指し、首都圏へ

出荷するための経費や首都圏での商談会等を

実施するために必要な経費を助成するもので

ございます。 

 畜産課は以上でございます。 

 

〇中島農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 21ページをお願いします。 

 次世代のくまもと農業を担う人材の確保・

育成では、農業者の減少、高齢化が進む中

で、多様な人材を地域農業を支える宝と捉

え、国の事業をフル活用した各種施策に取り

組み、本県農業を維持発展させてまいりま

す。 

 まず、本年度国事業の拡充を受け、新規事

業として取り組みます説明欄(3)の新規就農

者育成総合対策事業は、認定新規就農者が就

農時に必要となる機械、施設の導入や研修農

場における新規就農者へのサポート体制整備

に対して助成するものです。 

 また、昨年度から実施しております(1)の

くまもと農業の継承支援事業や就農前の研修

期間から就農直後にかけて所得確保のために

資金を助成する(2)の農業次世代人材投資事

業は、本年度も継続して実施し、新規就農者

のさらなる増加と定着を図ります。 

 このほか、農業に就業する外国人材の育成

や女性農業者の働きやすい環境づくりなどを

通して、多様な人材の確保、育成に取り組み

ます。 

 22ページをお願いします。 

 担い手への農地集積については、人・農地

プランをベースに、農地中間管理機構による

担い手への農地集積を推進することとしてお

り、(1)の農地集積加速化事業では、人・農

地プランの策定を行う市町村への助成や農地

利用調整活動を行う農家組織へ農地集積協力

金を交付するもので、担い手への農地集積の

さらなる加速化に向けた取組を進めてまいり

ます。 

 農地・担い手支援課は以上です。 

 

○西山宗孝委員長 以上で前半グループの説

明が終わりましたので、質疑を受けたいと思

います。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いいたします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のまま説明をしていただきたいと思いま

す。 

 それでは、質問はございませんか。 
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○前川收委員 14ページの農業技術課と関連

するところで畜産課もありますけれども、熊

本型みどりの食料システム戦略の推進という

新規項目が出ておりますが、(5)の国産濃厚

飼料生産拡大推進事業についてお尋ねをした

いというふうに思います。 

 もう御承知のとおりでありますが、現在、

飼料の輸入というのが非常に厳しい環境にな

ってきておりまして、穀物輸入全般も非常に

厳しいという状況であります。国際情勢を踏

まえれば、それはやむを得ないなというふう

に思っていますが、日本全体で見れば、食料

用の米は余っているという状況があります。 

 一方で、飼料作物を含めた穀物は足りない

という状況になっているわけでありますか

ら、この機を捉えてその転換をやろうという

ことに考えは至っているんだろうと思います

し、それはとてもいいことだというふうに思

いますが、一体どのくらいの規模で目標設定

をしながら転換をしていくのか、どの部分を

転換していくのか、そういう戦略的なものが

分かれば教えていただきたいと思います。 

 例えばですけれども、輸入飼料の部分がこ

れだけ足りなくなる、もしくは高騰する、値

段が上がるという部分に対応して、できれば

国産飼料で賄える部分をどれだけ県内で賄え

るかということを、調査とかそういったこと

がされているのかも含めて教えていただけれ

ばと思います。 

 

〇髙野農業技術課長 すみません、まず概略

をお話しさせていただきます。 

 この(5)の国産濃厚飼料生産拡大推進事業

につきましては、飼料穀物の国内生産への転

換推進と国産濃厚飼料の生産拡大のための取

組を行うものですが、国産濃厚飼料でありま

すところの子実用トウモロコシとその全体を

使うイアコーンという、そちらのほうの生産

技術の確立を農業研究センターのほうで、こ

れから３年にわたって研究を行っていくとい

うものが１つと、それから国産濃厚飼料生産

拡大推進のための現地での栽培実証、それか

ら作業の効率化の実証というものに取り組ん

でいくという２つの中身がございます。こち

らにつきまして、一方は研究ということで少

し長期の目標として捉えているものでござい

ます。 

 すみません、詳細は畜産課のほうで御説明

いただければありがたいなと思います。 

 

〇鬼塚畜産課長 今お話があったとおりです

けれども、今飼料高とかもありまして、県内

で子実用トウモロコシまたイアコーンに興味

があられる農家の方もいらっしゃいます。現

在、把握しているところで、県酪連さんまた

は県北菊池管内の養豚農家の方ということ

で、子実用トウモロコシをやってみたいとい

う声が出ております。面積としては、合わせ

て10ヘクタール弱ぐらいをまずはやりたいと

いうこともございますし、またそれ以外の農

家の方、また営農集団の中にも、そういう子

実用トウモロコシを検討したいという声もい

ただいておりますので、今後着実に、徐々に

数字は伸びていくものと考えております。 

 

〇前川收委員 もちろんトウモロコシの話も

なんですが、飼料全体、穀物全体というふう

に捉えていけば、今飼料作物については残念

ながら耕種農家が作っているというよりも畜

産農家が自分たちで作っていらっしゃるとい

うことがほとんどですよね。 

 私は、こういう状態、今の現状を考える

と、耕種農家も要はそういった飼料作物を作

るという視点に立ってもらえる、逆にチャン

スなんじゃないかなというふうに捉えていま

す。ほとんどが畜産農家が作っていらっしゃ

るということであれば、当然、畜産農家の数

は少ないわけでありますから、全体的にその

生産量を広げるというのは非常に難しいとい

うふうに思いますので、できれば皆さんのほ
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うで、いろんな研究とかそれから基礎的なデ

ータを出して、探してもらうというか調べて

もらって、トウモロコシを例にとって考えれ

ば、どの程度の需要があると、県内で。今輸

入している部分を含めて考えれば、このくら

いの需要があって、同等品を仮に作られると

すれば、どの程度の作付をされても現状輸入

品、価格の問題があるかもしれませんが賄う

ことができると。そういったデータがあれ

ば、もうちょっと科学的に前に進めるなとい

うふうに思うんですね。何となく自分ちで使

う分を自分が作っているというのが今の飼料

関係、粗飼料関係の現状だというふうに思っ

ていますので、できればそういうデータを出

していただきながら、そのデータがあれば、

例えば耕種農家の皆さんにも作ってください

という話ができると思います。私の地元では

耕畜連携が進んでいまして、飼料用米やホー

ルクロップサイレージですか、そういうのも

耕種農家と連携しながら生産が進んでおりま

すので、それだけじゃなくてそういった部分

も進めてもらいたいと思いますし、圧倒的に

小麦も足りないという状況、これは前からそ

うなんですけれども、やっぱり食料自給率を

上げるためにはそういった視点も要るかなと

いうふうに思っていますので、前提としては

米は余っているという状況もあるわけですか

ら、その辺を考えて熊本型農業というものを

こういう国際情勢が厳しい中で考えていただ

ければありがたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 

〇鬼塚畜産課長 畜産課でございます。 

 今お話があったとおり、耕種農家サイドで

作っていただいて畜産のほうで利用するとい

うことは、先ほど飼料用米とかホールクロッ

プサイレージでも十分やられていますし、菊

池管内を中心にコントラクター集団がありま

して、そこで収穫してＴＭＲという混合飼料

を作って畜産農家に供給されているという事

例もありますので、そこを、先ほどのコスト

の問題とかは農協研究センターのほうで、試

験の中で、どういうコストがかかっている

か、どれぐらいで売れるかという計算はして

いただこうと思いますけれども、そういう経

済性も含めまして、数字をしっかり出して、

それを耕種農家とか集落営農の方々にも提示

しながら、より前に進めるように農業技術課

とも協力しながら、うちのほうも頑張ってい

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

〇 本生産経営局長 ちょっと私のほうから

お話をさせていただきたいと思います。 

 まず、国のほうの目標といいますか試算で

ございますけれども、これちょっと今のよう

な状況になる前ですので、これからまた変わ

るかもしれませんけれども、その前の段階

で、令和２年のときにいわゆる粗飼料が国産

は76％。しかし、濃厚飼料につきましては12

％ほどしかなかったということで、ほぼほぼ

濃厚飼料につきましては輸入されていたとい

うような状況でございます。これを国としま

しては令和12年度までに、粗飼料につきまし

ては100％国産にしたいというような目標が

ございます。ただ一方で、濃厚飼料につきま

しては、３％上昇したときに15％というよう

な現在目標でございますけれども、前川委員

お話のように、ちょっと状況も変わってまい

りましたので、特に米とかという部分で代替

というようなことを検討していかなければと

いうふうには思っております。 

 そういう中で、トウモロコシも含めてなん

ですけれども、やっぱり一番問題になります

のが農家の収入の問題でございまして、替え

たときに現在の部分からどれくらいきちっと

収益が確保できるのかという点が最大の問題

なのかなということでございます。ちょっと

試算はしておりますけれども、なかなか今の

状況では飼料対策、所得安定対策ございます
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けれども、そういったものを除くとなかなか

厳しいような状況でございますので、その辺

含めまして、どういうふうなことで取組がで

きるのかというのはしっかり考えていきたい

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 すみません、もう１ついいで

すか。 

 

○西山宗孝委員長 はい。 

 

○前川收委員 ぜひ頑張ってください。もち

ろん価格のバランスが取れない部分は、一時

的にはやっぱり補助金その他で賄うしかな

い、そうしないと進むはずがないわけであり

ます。それが少しずつ時間とともに平準化し

ていって、自分たちで賄えるという形をつく

っていかないと、食糧自給率を上げていくこ

とと同意義ですから、それは不可能だと思い

ますけれども、そのことの足らざる部分は国

に、こういう部分が足りないからこういうこ

とが必要ですよという提案とかもぜひやって

いただけるように調べてもらえればありがた

いと思います。 

 別途の話なんですけれども、これはむしろ

委員長にお願いかもしれませんが、今年は、

さっき説明がありました20ページです、すみ

ません。 

20ページの４番、県産牛肉のブランド力向

上の(1)の全国和牛能力共進会というものが

今年鹿児島で開催されるということでありま

す。全国を持ち回りながら、５年に１回開催

されている会でありまして、隣県で開催され

るのは珍しいわけでありまして、将来は熊本

も開催を目指したいというお話もありますの

で、できれば１回、視察か何かに開催中行っ

てもらえればありがたいと思います。 

 以上です。 

 

○西山宗孝委員長 委員会の末尾で、そのこ

とについて確認させていただきたいと思いま

すので。 

 ほかにございませんか。 

 

〇緒方勇二委員 14ページに戻りますけれど

も、この中でみどり新法の話が出ました。こ

の中で、化学農薬や肥料の使用量の低減、環

境負荷の低減技術という話が出ました。 

 私のところでよく聞く話が、養蜂農家で水

田はフル活用していますので、レンゲ、緑肥

ですよね、これまかれるんですが、３年ほど

しか助成がないんですね、農水省か何か。と

ころが、養蜂農家はいろんな意味合いで頑張

っておられるんですが、レンゲ畑がついとる

じゃないですか。この辺も環境負荷の低減に

つながるんだろうと思うんですけれども、こ

れ養蜂農家の声もしっかり受けとめていただ

いて、レンゲ草畑のこと、種の助成はあるら

しいんですけれども、３年続ければ終わり

で、でも１年１作で米だけ作っている田んぼ

はありませんので、みんなしっかりやります

から、翌年がまたレンゲ畑になるわけでもな

いし、その辺をしっかり育んでいただきたい

という要望が出ましたけれども、その辺のお

考えは何かございますか。 

 

〇鬼塚畜産課長 養蜂に関する支援につきま

しては、委員御指摘のとおり、国の事業と併

せて県の事業もございます。県の事業は、ず

っと毎年毎年今もさせていただいていますけ

れども、国の事業につきましては平成25年か

ら始まったということで、新しい蜜源という

かレンゲを植えるところに対して助成をして

いるということで、既存のやつについてはな

かなか難しいということですけれども、レン

ゲ以外にも蜜源となる花木、木ですね、モチ

ノキとかそういうのにも助成がいきますの

で、うまく県の事業と国の事業を組み合わせ

てやっていただくということで、今までも続
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けさせていただいております。今年について

も国の事業のほうは予算がついているようで

ございますので、そちらのほうの支援も畜産

課のほうでさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

〇緒方勇二委員 かつてレンゲ畑が本当に春

を告げるような感じでありましたけれども、

そういうのをついぞ見なくなりました。ぜひ

養蜂農家の声も、花木のほうでとおっしゃい

ますけれども、やはりレンゲ蜜のほうが圧倒

的に多いわけですから、その辺のことは育ん

でいただきたいと思います。 

 それから、すみません委員長もう１つ。 

 

○西山宗孝委員長 はい。 

 

〇緒方勇二委員 15ページのスマート農業の

推進のことになります。 

 ローカル５Ｇが今年度で整理されるような

お話になっていますけれども、私、委員長の

ときに随分、若い人たちと、食いつきやすい

ので農業学校やいろんなとこでやってくださ

いと、おかげさまでたくさんの方やっていた

だいています。ドローンの導入も随分進んだ

ように感じております。 

 その中で、ＲＴＫですかね、これ、基地局

の話ですかね｡この充実なくしては何も進ま

ないだろうと思いますが、実は昨日、行方不

明者も出ました。本当によくよく考えれば、

農地ＧＩＳとかうまいこと絡み合わせて、超

高齢社会ですから、行方不明者の捜索もドロ

ーンなんか大いにやっていただきたいなと。

 特に獣対策にもそうでした｡赤外線あるい

は生命体をきっちり熱感知のほうでやられる

とか、そういうことも聞いておりますので、

どういう世界が待っているのかなと、ローカ

ル５Ｇでですね。ＤＸの推進上げておられま

すけれども、こういうことがどういう世界を

想像しておられるのか、少し教えてくださ

い。 

 

〇髙野農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 まず、ドローンの導入状況について御説明

いたします。 

 令和４年の３月現在で153台、県内では導

入されております。前年より66台増えている

ということで、結構なペースで増えておりま

す。 

 令和３年の農薬の散布につきましては、 

3,772ヘクタールカバーしておりまして、無

人ヘリと合わせて２万6,500ヘクタールです

ので、まあ１割以上の状況になっているとい

う導入状況でございます。 

 先ほどの15ページのＲＴＫの話ですけれど

も、ＲＴＫを用いました自動操舵につきまし

ては、今緒方委員おっしゃられたとおり、非

常に精度の高いものでして、ＧＰＳとＧＰＳ

に対しての基地局という形で、このＲＴＫを

設けますと、この10キロぐらいの範囲の中

で、数センチ単位の精度でもって位置を把握

できるという、そういうものでございます。 

 今年度こちらの予算のほうでは、平たん部

と中山間部のほうに各１か所、その有効性の

検証を行う予定としておりまして、中山間に

関しましては球磨地域を想定しております。 

 こういったものと併せまして、アシストス

ーツ、これにつきましても今年度、昨年度に

引き続いてやるんですけれども、腕の補助を

行う果樹棚の作業ですとかそういったものの

アシストを行う予定ですし、ドローンに関し

ましても、果樹に関して３次元的な動きでド

ローンでもって農薬散布ができないか、そう

いうことも研究に入るということでございま

す。 

 スマート農業に関しましては、全体的には

コストを下げるという点と品質、性能の向上

を図るという点と、それから誰にでもたくみ
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の技が使えるようになる、そういう３つの視

点でもってスマート農業に取り組むことを検

討していっております。 

 先ほどのドローンのように作業性が非常に

高いものだけでなく、ハウスの複合環境の制

御、そういったもので品質の高いものを作っ

ていく、あるいはＩＣＴを使いましてたくみ

の技をきちんと見える化していくというよう

な取組を進めていこうということで、研究等

をこれから続けていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

 

〇緒方勇二委員 ぜひたくみの技、それをハ

イテク化する、ローテクとハイテクをうまい

こと融合して、ぜひ進めていただきたいと思

います。 

 これ農業部門のほうでの153台でしょうか

ら、林業部門も相当入れられていると思うん

ですね｡そういうところで、行方不明者の捜

索等もできるんだろうと思います。皆さん消

防団に入っておられますから。その辺のこと

も防災協定を結ぶとか習熟度も上げていただ

いて、時間的緊迫性を持って探すのが必要で

ありますので、その辺のことも育んでいただ

きたいなというふうに思います。 

 それから自動操舵システムは、皆さん入れ

たくてしようがないんですね。みんなやろう

としているんですよ。できれば農協さんあた

りの施設にそういうものを、基地局をきっち

り設置していただければ過不足なくやれるん

じゃないかという期待値が大きいので、ぜひ

その辺も御検討方お願い申し上げます。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにございませんか。 

 

〇小早川宗弘委員 12ページですけれども、

この新規の地産地消の推進という中で、先ほ

ど説明ありましたけれども、革新プロジェク

ト事業についてもう少し説明をいただきたい

と思いますが、特にこの丸ポツの県公式ＳＮ

Ｓ等の創設ということで、ＬＩＮＥ、インス

タグラム、まだしとらぬだったというような

感じでありますし、旗印となるロゴマーク、

キャッチコピーの作成というのはどういうイ

メージで作られるのか。 

 それから、ちょっと分からぬとが、県民参

加型のイベントで料理教室等の実施というの

があっとですが、料理教室を開催することで

地産地消をどういうふうにつなげていくのか

というのをちょっと具体的に教えてくださ

い。 

 

〇藤由流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 今御質問いただきました地産地消に関しま

しては、これは条例制定後、力を入れて取り

組んできております。 

 ただし、最近、県民アンケート、これは毎

年実施しておりますけれども、地産地消が大

事だという県民の方の声は９割を越えている

という中で、では県産品を買うかという話に

なりますと、それが４割程度に落ちてしまう

という状況がございます。その率もだんだん

と微減といいますか、減ってきているという

ことがあります。これはなぜかというところ

もございますが、１つは地産地消ということ

に慣れてしまって、情報発信はしていくもの

の、なかなか響いていかないというところも

あろうかと思っております。 

 その意味を込めまして、今回は情報発信、

こちらからの発信だけではなくて、県民の皆

様がこれは大事だと認識をしていただいた上

で、自ら情報発信していただく、いわゆる口

コミで大事だということを発信していただく

ということをやっていきたい、それが革新プ

ロジェクトとして実施するものでございま

す。 

 このうち、話がありました県の公式ＳＮ

Ｓ、こちらにつきましては、情報発信はこれ
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までもしっかりしておりました。ただ、これ

は、利用者のほうが自らこれを活用して情報

を拡散していただくという意味合いで新しく

実施するというものでございます。 

 その下に幾つかポツがございますが、全て

この情報発信を受け手側にやっていただくた

めの仕掛けというふうに位置づけておりまし

て、１つは、ロゴマーク、キャッチコピーの

作成とありますが、これもこれからの検討で

はございます。実は、地産地消という言葉が

ちょっと堅いのではないかという声も一部い

ただいたりはしております。それで、どうい

う言い方、やり方をしていくと広がるのかと

いうのも改めてここで考えていきたいという

ふうに思うものです。 

 それから、県民参加型のイベントで料理教

室とありますが、この辺りも県産品を活用し

た有名シェフのレシピを作って、これをみん

なで作ってみる、そしてこれを広げてもら

う、本当にいいよという形で広げていただ

く、こういうものを考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

 

〇小早川宗弘委員 お答えをいただきました

けれども、ＳＮＳ等の発信については、もう

かなりＬＩＮＥでも、いろんな企業さんだと

か飮食店だとか、ありとあらゆるものを登録

制にして、ポイント制にしておってから、も

うあっちこっち情報があふれておるというふ

うに思いますので、その中で見ていただけ

る、あるいは拡散していただける情報という

のは、かなり戦略的にいろいろ検討しながら

情報発信をしなければいけないというふうに

思います。これはしっかりと検討して取り組

んでいただきたいと思いますし、このロゴマ

ーク、キャッチコピーについては、私どもの

地元では県南フードバレー構想が展開中で、

県南フードバレーブランド「ＲＥＮＧＡ」と

いうのがあるとですけれども、こういうＲＥ

ＮＧＡブランドを作っても、なかなかその知

名度、認知度が上がらないというような状況

で――先生方は知っとりなさるですかね、

｢ＲＥＮＧＡ｣って分からぬですよね。そうい

うふうな、なかなかロゴマークあるいはキャ

ッチコピーを作っても効果が非常に期待でき

ないというものが今まで多くありますので、

その辺も、そういうものもちょっと参考にし

ながら、参考にしながらというか反省しなが

らしっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

○西山宗孝委員長 今のＲＥＮＧＡというの

はどういう意味……。 

 

○小早川委員 Ｒ、Ｅ、Ｎ、Ｇ、Ａという、

レッドの何とかという、いろいろ熊本の 

……。 

（「委員長」と呼ぶ者あり） 

○西山宗孝委員長 あとで教えてください。

資料でお願いします、後ほどで結構です。 

 ほかにございませんか。 

 

〇緒方勇二委員 18ページの産地生産力の強

化支援、この強農と産地パワーアップ事業、

これなかなか敷居が高いんだろうと思います

けれども、これから漏れた人、これだんだん

しぼんでいくわけですよね。結局ここをどう

育むかが本県の稼げる農業につながるんだろ

うと思いますけれども、足らざるは足してい

く何か指導的なものが要るんだろうと思うん

ですよ。いつも何かポイントでちょっと足ら

ない。しかしながらそこを――でも意欲があ

って申請されたわけですよね、当然。しかし

ながら、御期待に沿えなかったという結果に

終わるわけです。しかし、そこのそういう若

い人でもそうですけれども、私たちは強化ハ

ウスもこういうふうにしたいんです、これを

ポイントが足りませんでした。しかし、意欲
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があるわけですから、しぼんでいかないよう

な、何といいますかね、支援策が私は要るん

だろうと思うんですけれども、その辺の考え

方は何かございますか。 

 

〇池田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 先ほど委員がおっしゃったとおり、強農の

ほうは本当ポイントで、最近であればかなり

未採択になるところもございます。 

 ただし、次の産地パワーアップ事業、全然

目的が違うんですけれども、そちらへの誘導

もまずは図っております。ポイントが足りな

かったところの、要は救いの手ということな

んでしょうけれども、これについては次年度

に向けた取組について計画する中で、ポイン

トを上げるような工夫をアドバイスすると

か、そういう取組で何とか拾い上げるような

取組をしていきたいというふうには思ってお

ります。 

 

〇緒方勇二委員 イチゴ農家の方で、よくこ

ういう話をされるんですね。意欲ある若手を

育てようと、部会でも。どんどんやっていく

中で、もうちょっとなんですよ。しかし、そ

の子たちがしぼんでいかないように育むのが

私たちの責任ですと。そういう言い方をされ

るんですね。ぜひ、その辺のサポート体制を

していただきたい。 

 そして、何かレモンにもう替えてあるんで

すね。レモンが今からいいだろうと。そうい

う人たちにも何か新たな、新規作物の取組の

支援をやっていければいいんじゃないかとい

うような話を聞かせていただきますので、ぜ

ひその辺をよろしくお願いいたします。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○西山宗孝委員長 ありませんね――なけれ

ば、以上で前半グループの質疑を終了しま

す。 

 それでは、説明員の入替えのために、３分

間ほど休憩いたします。３分後に再開いたし

ますので、よろしくお願いします。 

  午後２時58分休憩 

――――――――――――――― 

  午後３時２分開議 

○西山宗孝委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 まず、説明員の入替えがあっておりますの

で、執行部の幹部職員の自己紹介をお願いい

たします。課長以上については自席から自己

紹介とし、審議員ほかについては、お手元に

お配りしております幹部職員名簿により紹介

に代えさせていただきます。 

  （青木農村計画課長、永田農地整備課長

～植野漁港漁場整備課長の順に自己紹

介） 

○西山宗孝委員長 ありがとうございます。

１年間このメンバーで審議をいたしますの

で、どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、後半グループの主要事業等の説

明に入ります。 

 なお、本日の委員会はインターネット中継

を行っておりますので、委員並びに執行部に

おかれましては、発言の内容が聞き取りやす

いよう、マイクに向かって明瞭に発言をいた

だきますようお願いいたします。 

 執行部の説明は、効率よく進めるために、

着座のまま簡潔にお願いをいたします。 

 それでは、担当課長から順次説明をお願い

いたします。 

 

〇青木農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 資料23ページをお願いいたします。 

 １段目、田んぼダムの取組みの推進につい

ては、昨年度に引き続き、令和２年７月豪雨

で大きな被害を受けた人吉・球磨地域におい

て、流域治水の一環として田んぼダムの取組
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を推進するため、田んぼダムの実証実験や普

及拡大に向けた取組を行うものです。 

 昨年度の事業におきまして、畦畔差が低く

なっている、排水ますの老朽化などにより堰

板が設置できないといった課題が明らかにな

っておりますので、これらを踏まえて今年度

の調査を行ってまいります。 

 ２段目、農業農村整備事業の計画的な推進

については、農業振興に必要な生産基盤の整

備等を行うため、事業要望のある地区におい

て、用水量の調査や排水解析などの基礎的な

調査、補助事業の実施に必要となる事業計画

書の作成等を行うものです。 

 また、下流に家屋や公共施設のある防災重

点農業用ため池の劣化状況や地震や豪雨への

体制の評価を行います。 

 こうした調査や評価により事業化の可否を

判断し、事業実施に必要な検討を行いまして

計画的な事業推進を図ってまいります。 

 24ページをお願いします。 

 国営土地改良事業等の推進につきまして

は、大規模な農業水利施設、海岸施設の整備

や広域的な農業整備について、国営土地改良

事業を活用して集中的に進めてまいります。

県予算として、県の負担金等を計上しており

ます。 

 農村計画課は以上です。 

 

〇永田農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 25ページをお願いします。 

 １段目の農業競争力強化のための基盤整備

の推進でございますが、整備内容に応じてメ

ニューが分かれております。 

 説明欄(1)の事業は用排水路等の水利施設

を、同様に、(2)は農道を、(3)は畑を、(4)

は水田を整備するものでございます。 

 (5)は、(1)から(4)までと併せて、農地集

積のための指導、調整の費用などでございま

す。 

 こうした整備を実施することにより、高収

益作物の導入拡大、品質向上及び生産コスト

の低減により農業経営の安定と向上を図り、

農業競争力強化に取り組んでまいります。 

２段目の農村地域における国土強靱化の推

進でございますが、これは、防災関係の事業

になります。 

 説明欄(1)の事業でため池、湛水防除、ハ

ザードマップの整備を、(2)で地滑り対策や

石綿管の更新、特定管という表現になってご

ざいます。(3)で海岸事業を実施します。 

 こうした整備により、農村地域の強靱化を

推進してまいります。 

 ３段目、持続可能な農村づくりのための基

盤整備の推進でございますが、これは、中山

間地域対策でございます。 

 説明欄が次26ページにまたがっております

が、国の事業に応じて、(1)から(4)まで、い

ずれも中山間地域の農地の区画整理、圃場整

備や用排水路整備などの生産基盤整備及び生

活環境整備を実施し、持続可能な農村づくり

に取り組んでまいります。 

 26ページ、２段目お願いします。 

 土地改良施設等の管理の強化でございま

す。これは、土地改良施設の管理についての

取組でございます。 

 説明欄(1)が農業用ダムなどの県有施設や

海岸施設の管理委託に要する経費です。 

 (2)が防災施設関係の管理費です。本年度

新規として、地滑り防止区域の現地点検座標

化に取り組みます。 

 (3)は、農業用ため池について、ため池サ

ポートセンター運営に要する経費でございま

す。 

 こうした取組により、土地改良施設を適切

に保全管理することで、農業農村の安全安心

の確保と稼げる農業の実現につなげるもので

ございます。 

 ３段目、災害復旧事業の推進でございま

す。 
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 地震及び豪雨等により発生した農地、農業

用施設の災害復旧への取組でございます。 

 (1)が市町村が行う災害復旧事業でござい

ます。 

 (2)が県が行う災害復旧事業でございま

す。 

 県営農地等災害復旧事業につきましては、

令和２年７月豪雨関係についてでは、あさぎ

り町の清願寺ダムなど４か所の復旧や熊本地

震で被災しました大切畑ダムの復旧に取り組

みます。 

 農地整備課は以上です。 

 

〇𠮷住むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 27ページをお願いします。 

 左上、項目１の中山間地域における新たな

経済循環づくりと多様な所得確保策の推進で

ございます。 

 説明欄(1)スーパー中山間地域創生事業

は、農林水産業の柱を持ち、新たな経済循環

等の取組によって活力あふれる地域をつくり

出すことを目的に、昨年度、山鹿市の菊鹿、

高森町の野尻、南阿蘇村の３地区を選定しま

して、地域戦略を策定してまいりました。 

 今年度から地域戦略の実現に向けた事業に

取りかかるというところでございます。 

 シンボリックな中山間地域を県も一緒にな

ってつくっていこうと考えております。 

 説明欄(2)の中山間農業モデル地区強化事

業は、農林水産業でプラスアルファの所得を

上げることなど、中山間農業モデル地区の農

業ビジョンの達成に向けた取組を継続的に支

援していこうというものでございます｡県費

や国庫等を活用しながら、しっかり支援をし

ていくこととしております。 

 続きまして、下の項目２の日本型直接支払

の推進です。 

 当課では、中山間地域等直接支払事業、そ

れから多面的機能支払事業を担当いたしてお

ります。 

 説明欄(1)の中山間地域等直接支払事業に

つきましては、平地に比べ自然条件や経済的

条件が不利な中山間地域で農業活動を行う農

業者に対する交付金でございます。 

 28ページをお願いします。 

 説明欄(2)の多面的機能支払事業でござい

ます。 

 農業農村の有する多面的機能の発展のた

め、地域の共同活動の支援を行います。熊本

地震や県南の水害で被害を受けました農地等

につきまして、簡易な復旧等にも活用してま

いりました。今後もしっかり活用してまいり

ます。 

 続きまして、その下の項目、鳥獣被害防止

対策の推進とジビエ利活用の加速化です。 

本県では、有害鳥獣対策として、えづけＳ

ＴＯＰ！対策を基本に、侵入防止や捕獲、ジ

ビエ利活用等の総合的な対策を進めておると

ころでございます。 

今年度は、新しく、説明欄下のほうの

(4)、鳥獣特措法の改正に伴い、県が実施す

る広域的な被害防止に係る活動費を追加いた

しております。 

むらづくり課は以上でございます。 

 

〇伊藤技術管理課長 技術管理課でございま

す。 

 29ページをお願いいたします。 

 まず、１の地籍調査の推進についてです

が、地籍調査費は、国土調査法に基づき市町

村が行う地籍調査に対する助成でございま

す。 

 本県の地籍調査については、31市町村で既

に完了しており、14市町村が継続調査中で

す。県全体の進捗率は84％、全国７位でござ

います。 

 次に、２のくまもと農地ＧＩＳの利活用と

農業ＤＸの推進でございます。 

 くまもと農地ＧＩＳは、農地や土地改良施
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設、鳥獣害被害対策、あるいは大規模災害な

どの膨大な情報を取り扱うデータベースでご

ざいます。 

 (2)、(3)の新規事業により、農林水産部各

課の業務データの作成、共有化を行い、相互

に利活用する環境を構築します。 

 また、さらなる業務の効率化、農業ＤＸの

推進に向けて、(5)の新規事業により、クラ

ウド利用やオンラインＧＩＳの導入等を検討

します。 

 技術管理課は以上です。 

 

〇笹木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 資料の30ページをお願いします。 

 １段目、１の再造林の推進についてです。 

 説明欄のとおり、本県の森林の大半が利用

期を迎える中、資源の循環利用サイクルを確

立し、森林の多面的機能の持続的な発揮を図

るため、伐採跡地での再造林を進める必要が

ございます。 

 これについて、(1)の新規事業である森林

再生支援事業は、コロナ禍のウッドショック

等から皆伐が進む中、森林組合等が再造林ま

たは下刈りの取組の拡大に要する経費につい

て、その拡大の実績において定額で助成する

ものでございます。 

 また、(2)の新規事業であるエリートツリ

ー苗木生産拡大事業は、成長に優れるエリー

トツリーの普及に向け、苗木生産事業者の採

穂園整備に対し助成等をするほか、ヒノキに

ついては、新たに県でのエリートツリーの採

穂園助成を進めるものでございます。 

 その下、(3)の森林環境保全整備事業は、

森林整備の基本となる国庫補助事業であり、

植栽、下刈り、間伐など一連の造林事業に対

しての助成事業でございます。 

 (4)次世代につなぐ森づくり事業では、伐

採跡地の植栽に際しての苗木代等への助成を

行います。 

 (5)の新規事業であるシカ被害造林地機能

回復支援事業では、鹿被害が発生した造林地

における補植や鹿被害防止施設の復旧に対し

て助成を行います。 

 ２段目、２の適切な間伐等の推進について

です。 

 説明欄のとおり、森林の健全な生育を促す

ため、(1)の間伐等森林整備促進対策事業、

(2)の防災・減災・景観保全森林整備事業に

おいて、間伐や森林作業道の整備に対し助成

を行います。 

 また、(3)の新規事業である森林吸収量ク

レジット化推進事業では、間伐等の推進に向

けて、国の温暖化対策の促進のための森林吸

収量の認証制度を利用し、森林吸収量のクレ

ジット化を促進するため、コーディネーター

を配置し、制度の周知や認証申請手続のサポ

ートを行います。 

 下のページ１段目、３の災害に強い森林づ

くりの推進ですが、説明欄のとおり、異常気

象により山地災害が頻発化、激甚化する中

で、林業と県土保全の両立を図るため、林地

保全に配慮した林業を推進していきます。 

 これについて、災害に強い森林づくり先導

推進事業では、森林制御に当たっての土砂災

害のおそれがある箇所の予測に必要な図面等

の情報を作成、提供するとともに、林業事業

体での林地保全への配慮の取組について助成

を行います。 

２段目、４の森林経営管理制度等の運用推

進に向けた市町村支援では、説明欄のとお

り、令和元年度にスタートしました森林経営

管理制度に関して、(1)の事業において、そ

の運用主体である市町村を支援するためのサ

ポートセンターの運営を行います。 

また、(2)の新規事業である持続的な森林

管理のための施業情報等整備事業では、それ

ぞれの森林での過去の伐採等の履歴情報を森

林クラウドシステムへ登録し、市町村へ提供

いたします。 
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そのほか、(3)の新規事業である伐採届出

制度運用推進事業では、森林法に基づく伐採

届出制度について、森林所有者等への周知や

これを運用する市町村への現地研修を行いま

す。 

３段目、５の林業研究・研修センター試験

研究費では、森林資源の持続的利用、多様で

健全な森林づくり、県産材の利活用の最大化

に向けた試験研究を行います。 

森林整備課の説明は以上です。 

 

〇廣田林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 32ページをお願いいたします。 

 １の林業担い手の確保・育成のうち、(1)

のくまもと林業大学校人財づくり事業は、技

術と現場力等を兼ね備えた林業担い手を確

保、育成する事業で、新規就業希望者を対象

とした200日間の長期課程のほか、林業経営

者を対象とした経営者育成課程など、林業大

学校の運営に要する経費です。 

 (2)の次世代林業・担い手強化支援事業

は、林業事業体が情報管理や省力化を行う際

に、林業イノベーションを進めるために必要

な運搬用ドローンや林内レーザー測量機器な

どの導入を支援してまいります。 

 ２の林道事業は、森林の適切な管理や木材

生産の効率化のほか、森林の総合利用、山村

の生活環境の改善などのために、林道の開設

及び改良等を行うものでございます。 

 (1)の県営林道事業は、市町村からの代行

依頼を受けて県が林道開設を行うもので、本

年度は９路線の開設を予定しております。 

 (3)は、市町村が事業主体となる事業で、

市町村営開設、改良、橋梁の点検などを実施

してまいります。 

 (6)の林道災害復旧事業は、令和２年７月

豪雨等で被災した林道の復旧を行う市町村へ

の補助となります。 

 下のページ、３の木材の安定供給体制構築

のうち、(1)の林業・木材産業振興施設等整

備事業は、国庫補助を活用して県内の林業、

木材産業の基盤強化を図るもので、本年度の

事業内容としては、丸太の選別機のほか、高

性能林業機械の導入を支援してまいります。 

 (2)のくまもと県産木材ＳＣＭ構築対策事

業は、県内の加工流通事業者が新たに組織す

る団体が行います木材製品の受発注システム

の開発や品質管理等に要する経費を支援する

ものです。 

 ４の建築物の木造化の推進のうち、(1)の

中大規模木造建築物推進事業は、住宅着工数

の減少が危惧される中、新たな木材需要とし

て期待される非住宅や中大規模建築物の木造

化、木質化を推進するため、木造設計を担う

建築士の育成や市町村等の施設担当者の意識

の醸成を図るものです。 

 (2)のくまもとの木の家造りづくり推進事

業は、生産者の顔の見える家造りや、小国町

や五木村など木材の産地にこだわった家造り

の普及啓発活動を支援してまいります。 

 ５の特用林産物の生産振興の竹たけのこ生

産支援事業は、意欲あるタケノコ生産者や伐

竹業者が行う竹林整備の経費のほか、生産技

術向上のための講習会を開催する経費などに

ついても支援してまいります。 

 林業振興課は以上です。 

 

〇中尾森林保全課長 森林保全課です。 

 34ページをお願いします。 

 １の治山対策の推進についてです。 

 山地に起因する災害から県民の生命、財産

を保全するとともに、水源涵養や生活環境の

保全等を図るため、(1)の治山事業では、災

害箇所の復旧や予防対策を実施し、(2)の治

山激甚災害対策特別緊急事業では、令和２年

７月豪雨で発生した山地災害の復旧を５年間

で緊急かつ集中的に実施し、(3)の過年治山

災害復旧事業では、被災した治山施設の復旧

に取り組みます。 
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 次の段、２の山地災害未然防止対策の推進

は、新規事業で、県民の生命、財産を山地災

害から守るために、事前防災のソフト対策と

して、(1)の①森林パトロール事業により山

地災害危険地区、林地開発許可地等の調査、

点検を行い、②のレーザーによる地形解析に

より、地滑り、亀裂等の危険箇所を把握しま

す。 

 ③の事業では、山地防災情報の標識設置や

住民説明会や防災教育の実施に取り組みま

す。 

 下のページ、３の県民参加の森づくりの推

進について、(1)の①では、森林ボランティ

アによる森づくり活動等を支援し、②では、

森林環境教育等活動や森林インストラクター

養成等を行います。 

 ③では、森林のＣＯ₂吸収機能の理解促進

のための普及活動により、企業等の森づくり

を支援します。 

 ④では、新たに林野火災防止の普及啓発と

して、火災予防のためのパンフレットや動画

作成等に取り組みます。 

 また、(2)も新規ですが、立田山森林公園

の歩道等の整備に取り組むこととしておりま

す。 

 下段４の保安林の整備の推進は、水源涵養

や土砂流出防止といった機能が低下した保安

林において、①植栽、下刈り等の森林整備、

②渓流等の危険木の除去や本数調整伐等を実

施し、保安林の機能を回復させるものです。 

 森林保全課は以上です。 

 

〇森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 36ページをお願いします。 

 項目１の稼げる水産業づくりの推進につき

ましては、本県の水産業を持続的に維持発展

させるため、環境への負担軽減を前提とした

稼げる水産業の実現を目指すものです。 

 説明欄の(1)コロナ禍に対応したくまもと

の魚販売促進事業は、新型コロナウイルス感

染症の影響が長期化する中、県産養殖魚の需

要拡大を図るため、漁業団体の加工品開発や

販売体制強化の取組、県産水産物の消費喚起

の取組を支援するものです。 

 (2)のスマート養殖業普及拡大事業は、魚

類養殖における作業負担の軽減や収益性の向

上を図るため、ＩＣＴを活用した自動給餌シ

ステム等の技術開発の取組に助成するもので

す。 

 (3)の未来の漁村を支える人づくり事業

は、新たな漁業への就業希望者が円滑に漁業

に着業できるよう漁業技術の習得を支援する

ほか、漁業者のさらなるスキルアップのため

の研修体制を整備し、未来の漁村を支える人

づくりを推進するものです。 

 また、新たに、高齢化等により廃業される

漁業者と就業希望者との経営継承のための仕

組みづくりを支援することとしております。 

 (4)のブリ親魚養成・採卵技術開発試験と

(5)のブリ人工種苗量産技術開発試験は、養

殖ブリの種苗を確保するため、ブリの親魚養

成と採卵技術、種苗の量産技術を確立し、人

工種苗の供給体制の構築を目指すものです。 

 下の項目２、資源管理と栽培漁業の推進に

つきましては、水産資源の回復や持続的利用

を図るため、種苗放流による栽培漁業や漁獲

規制により資源を管理する資源管理型漁業を

一体的に推進するものです。 

 説明欄の(1)の有明海・八代海再生事業

は、有明海、八代海特産の水産資源の開発を

図るため、魚介類の生息環境の改善や増養殖

技術の開発の取組を推進するものです。 

 (2)の熊本県産アサリブランド再生事業

は、産地偽装からの熊本県産アサリのブラン

ド力の回復を図るため、消費者に安心して購

入してもらえる流通体制の整備やブランド力

の向上の取組を推進するとともに、風評被害

の対策を支援するものです。 

 補足説明として、38ページをお願いしま
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す。 

 アサリ産地偽装に係るこれまでの対応状況

についてです。 

 今年２月１日に農林水産省による広域小売

店でのアサリ産地表示の実態調査において、

販売されていたアサリの約８割が熊本県産と

して表示されており、ＤＮＡ分析の結果、そ

のうち97％が外国産である可能性が高いと判

定されたことが公表され、同日知事から熊本

県産アサリ緊急出荷停止宣言が出され、２月

８日から出荷が停止されました。 

 また同時に、消費者庁、農林水産省への緊

急要望を行い、販売、流通調査の実施と連携

した取締り体制の整備、長いところルールの

見直し、トレーサビリティー制度の構築、Ｄ

ＮＡ検査等の検査体制整備への支援について

要望を行いました。 

 その後、２月18日に、アサリ産地偽装対策

として、熊本県産アサリブランド再生事業の

補正予算を提案し、２月28日に御承認いただ

きました。 

 また、２月22日には第１回熊本県産アサリ

ブランド再生協議会を開催し、熊本県産アサ

リの信頼回復に向けた流通販売体制の構築に

向けた議論を始めており、２月県議会の代表

質問では、知事から条例制定の方針を表明し

ています。 

一方、国においては、３月18日に農林水産

省、消費者庁がアサリ産地表示の適正化対策

を公表し、３月30日に消費者庁から食品表示

基準Ｑ＆Ａの改正が発出されました。 

 それに伴い、長いところルールが厳格化さ

れ、輸入アサリについて、蓄養は輸出国を表

示することになりました。ただし、輸入稚貝

を１年半を超えて育成し、その根拠資料があ

る場合に限り、育成地を原産地と表示するこ

とができるとされています。 

 これを受け、４月11日に農林水産省、消費

者庁へ追加要望を行い、迅速な流通、販売調

査の実施と取締りの徹底、書類保存の義務

化、育成アサリの表示義務化を要望していま

す。 

 ４月12日からは、２月８日の出荷停止から

約２か月ぶりに出荷が再開されるとともに、

４月15日から条例のパブリックコメントの手

続を開始しているところです。 

今後の予定ですが、５月に第４回の熊本県

産アサリブランド再生協議会の開催、６月か

らデジタル技術を活用し、監視体制を強化し

た熊本モデルの第２ステージへの移行、また

６月県議会においては、熊本県産あさりを守

り育てる条例を提案することとしています。 

 補足説明は以上です。 

 37ページをお願いします。 

 説明欄の(3)熊本県漁獲情報デジタル化推

進事業では、令和２年の漁業法改正により義

務化された漁獲報告について、その情報が水

産資源の保護や漁場の適切な管理に有効に活

用できるよう、デジタル化による情報の一元

化や解析システムの構築を推進するもので

す。 

 (4)の漁業取締船代船建造事業は、現在の

漁業取締船「ひご」と「あまくさ」の２隻の

船体が老朽化したことから、悪質化する漁業

違反への対応や法律的な漁業取締りを図るた

め、令和５年度の竣工を目指し後継船を建造

するものです。 

 水産振興課は以上です。 

 

〇植野漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 39ページをお願いします。 

 １段目は、漁港のしゅんせつ土砂受入地整

備の推進です。 

 有明海沿岸の漁港は、土砂の堆積が著し

く、その機能を維持するためには継続的なし

ゅんせつが必要ですが、既存の土砂受入れ地

がやがて満杯になるため、県と熊本市、玉名

市、宇土市が共同で宇土市管理の住吉漁港に

しゅんせつ土砂受入れ地の整備行うことと
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し、令和４年度から環境調査に着手いたしま

す。 

 事業主体は宇土市で、(1)水産基盤整備調

査事業費は、環境影響評価を行う宇土市への

助成で、(2)漁港漁場整備事業負担金は、こ

の事業に対する県の負担金です。 

 ２段目は、牛深ハイヤ大橋の支承損傷に係

る恒久対策工事等の推進です。 

 牛深ハイヤ大橋が今後長期にわたり安全で

円滑に通行し続けられるよう、(1)水産物供

給基盤機能保全事業により、損傷原因の究明

や恒久対策の検討及び工事を行うものです。 

 また、(2)単県漁港漁場整備調査費によ

り、地震に対する耐震性能の照査及び耐震対

策の検討を行います。 

 ３段目の水産資源を育む漁場整備の推進

は、漁場の生産力の回復を図るために、覆砂

による底質環境の改善や自然石の設置による

藻場の造成を行うものです。 

 40ページをお願いします。 

 １段目は、防災・減災、国土強靱化の取組

の推進です。 

漁港施設及び海岸保全施設の機能強化や老

朽化対策等の防災・減災、国土強靱化の取組

を加速化するために、(1)から(4)の事業によ

り、老朽化した施設の計画的な補修や耐震化

工事などを行うものです。 

下段の漁港施設のストック効果の最大化

は、老朽化した漁港施設を効率的、効果的に

補修、更新することにより、機能を保全して

最大限活用していくために、漁港機能増進事

業により、漁港施設を点検し、その結果に基

づいて機能保全計画の見直しを行うもので

す。 

漁港漁場整備課は以上です。 

 

○西山宗孝委員長 以上で後半グループの説

明が終わりましたので、質問を受けたいと思

います。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いいたします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のまま説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○前川收委員 30ページ、森林整備課で、最

下段の新規事業の森林吸収量クレジット化推

進事業ということで、新たな取組をいただく

こと大変ありがたく思っております。 

 吸収量のクレジット化のためには、ここは

間伐等の推進ということになっていますけれ

ども、いわゆる、成木を切って若い木を植え

るということによって、ＣＯ₂の吸収量を増

していくということ、それに対する付加価値

をクレジット化していって、民間の企業とか

が環境活動の一環としてそれを御購入いただ

き、森林整備に資するという内容だというふ

うに思いますが、具体的には、県有林で既に

やられていたと思いますが、これまでの実績

等を踏まえて、これからどういう取組をしっ

かりやっていくのか、そのことについて１点

お尋ねをしたいというふうに思います。大事

な事業ですから、ぜひやっていただきたいと

いう趣旨で言っておりますので、よろしくお

願いします。 

 ２点目で、これに関連するんですけれど

も、森林吸収量クレジットというのは、今言

ったように大きな木を切って、若い木を植え

て、その成長過程でＣＯ₂を取り込むという

こと、これが吸収源対策なんですね、ＣＯ₂

の吸収源対策。 

 一方で、球磨川流域等の災害等で見れば、

荒廃した森林整備が遅れていて、そのせいで

いわゆる災害が大きくなったという論調をよ

く見受けます。もちろん、間伐をしないでそ

のままやっている、下草の生えていない山に

おいては、表層崩壊等々が起きたというふう

に思いますけれども、木を切ってはならない

というふうに誤解されているんじゃないかな

という向きを、時々感じることがあります。
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当然、切ってはいけないような場所もあると

思います、危ない場所も。でも、基本的に

は、やっぱり間伐も含めて、木を切って森林

整備をやるということをしない限り吸収源対

策ももちろんできませんし、下草を生やすこ

ともできない。場合によっては全伐して再造

林をしていくことも必要でしょうけれども、

それはちゃんと適地でやっていくということ

が必要でありますが、どうも現状、雰囲気か

ら見れば、球磨川の災害の原因が森林整備を

されていないから木を切っては駄目なんだ

と｡森林整備の位置づけがちょっと違うねと

いうふうに私は感じるときがあります。 

 まあ、もう科学的には釈迦に説法ですが、

きちっと表層にいわゆる下草が生えてくるこ

とによって、表層崩壊は防ぐことができるけ

れども、深層崩壊、深いところから崩れてい

く状況については、杉の木もヒノキも１メー

ター50ぐらいしか根は縦には行かないわけ

で、横にしか張らないので、その木が生えて

いたから深層崩壊が防げたというのは、私は

ちょっと科学的な根拠は欠けているというふ

うに思います。 

 災害を防ぐという前提においての森林整備

の在り方ということについて、どうお考えな

のかお尋ねしたいと思います。 

 

〇笹木森林整備課長 クレジットの関係での

県有林での実績を踏まえた今後の展開という

ことであったと思います、１点目ですね。 

それにつきましては、今まで県有林で過去

に平成23年から25年度まで140ヘクタールを

間伐しまして、約4,600トンの炭素を認証し

たことになりました。 

それについて、今までずっと少しずつ売っ

てきまして、約半分がクレジットとして、ク

レジットを使いたい人に売りまして、おおむ

ね1,000万円ぐらいの収入がございました。 

それに対して、経費としては大体400万円

ぐらいはかかっていて、その残りの分を今後

の森林整備なんかに充ててきたところでござ

います。 

ただ、これまではクレジットに関して買手

がなかなかつかなかったということがござい

ました。ただ、それが昨年度、菅総理の宣言

等もございまして、県有林のクレジットにつ

いても、最近県内の大口の企業からも引き合

いのお話が来てございます。 

そういうところで、我々としましても、そ

ういう森林整備の推進のためにクレジット化

を推進していこうというところでございま

す。 

そういう中で、県有林についても今後引き

続きやっていくんですけれども、まさに先生

からお話がありましたこの新規の事業では、

なかなかクレジットを取るにも制度が難しい

部分、専門的な部分がありまして、事業者の

方が使おうとしても、なかなかそこは分から

ないところがありましたので、私どもとして

は、まずはコーディネーターの方を配置し

て、どういう単位で申請したら実際クレジッ

トが取れるのかだかとか、そういうことを指

導していくようなことをしていきたいと思い

ます。 

そして、まずはモデル的に何社かの方がや

っていただければ次の展開が出てくるのかな

ということで考えているところでございま

す。 

クレジットについては以上でございます。 

次に、森林整備に関して球磨川のほうで深

層崩壊のお話がありました。これについても

球磨川の豪雨災害以降、我々も森林総研の先

生だったりにメカニズム等を聞きました。や

はり、一定量の雨が降るとどうしても上木の

有無にかかわらず崩れてしまう。そこは深層

崩壊に関しては、降水量と地形ということで

ございます。そういうことで、あまり樹種が

どうこうということではございませんでし

た｡実際その後、国だったりも調査しており

ましたけれども、施業時のところと工事のと
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ころであまり差異が崩れ方に見られなかった

ということも、その後報告されております。 

 そういう中で、森林整備の今後の在り方で

すけれども、我々としますと先般、昨年度、 

幸野溝という球磨川のほうの地区のところ

で、どういうふうに林地を保全するような林

業ができるのかということを検討してまいり

ました。それを今ガイドラインにまとめてい

るところでして、近く皆様にもお示しできる

ようになると思います。 

そこでは、やはりもともと地形的に崩れや

すいところについては、そこをどうやって把

握して、どうやってそこを避けて森林施業を

やるかというところで、避け方だとかそうい

うことを、危ないところの見つけ方なんかを

示しておりますし、さらにはそれを、どこが

危ないのかというのを判断するための図面な

んかも今後提供していくことにしています。

そういうふうなことを推進することによっ

て、森づくりの際に災害のリスクを軽減でき

るようなことをやっていきたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

 

○前川收委員 まず、森林吸収クレジット化

については、専門的な知見を入れた開発をぜ

ひやっていただきたいと思います。 

 私が望むのは、もちろん県有林の販売とい

うこともでしょうけれども、ほとんど民有林

もいっぱい、そういった森林整備をやってい

るわけでありますから、民有林もクレジット

販売しようと思えばできるんですね。それは

地権者の方に還元していくということになれ

ば民有林の整備も進んでいきますし、もちろ

ん必要な経費については施業する側にも渡し

ていかなければいけないというふうに思いま

すが、そのことがほとんど開発されてないと

いうふうに思っていますので、民有林にも視

点を置いた開発をぜひやっていただければあ

りがたいというふうに思いますので、答弁は

要りませんからよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それから今のお話、もう一つのほうの災害

との関わりの話なんですけれども、非常に難

しい話だということは、よく私も理解をして

おります。見た目、表面で見れば、木が生え

ていたから守られた、生えてなかったから駄

目だったとか、それから樹種によって、これ

は広葉樹だからよかった、針葉樹は弱いんだ

とか、いろんな話が当然あると思いますが、

やっぱりここも科学的にやっていかなければ

いけない。そして、例えば今おっしゃったよ

うに、災害の危険性がある、地滑りの危険性

が高い地形というもの、これは樹種に限ら

ず、地形というものをある程度定義をしてい

ただきながら、そういうところは間伐だけを

やりましょう、全伐はやめましょう、間伐を

やっていわゆる下草をしっかり生やして地表

を造っていきましょうという指針であったり

とか、こういう地形であれば全伐をやっても

いいですよ、そして若い新しい木を植えて、

そしてそのことによってＣＯ₂の固定化をこ

れから始めていくというような吸収源対策と

してもやっていくということを、ある程度科

学的に、もちろんミリミリきちっと分かるか

は難しい面があると思いますけれども、お示

しをいただかないと、森林保全と森林整備が

混同されてしまっていて、結局、何もしな

い、手をつけるなということが災害防除にな

るのかというのは、私は違うと思っていまし

て、場所によってはきちっと整備をしていか

なければいけない。山で木を切っていくこと

が災害につながるんだと言われてしまうと、

それはやっぱり木は切れなくなってしまうと

いうことが、どこでもですよ、球磨地域に限

らずどこでもそうなりますから、そういった

ものをこれから科学的にしっかり検証してい

ただいて、そして我々県民にも告知をしてい

ただければなと思っています。 

ＣＯ₂削減のために木を切っては駄目だと
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いう人が今でもいらっしゃいます。逆であり

まして、木を切って若い木に替えることがＣ

Ｏ₂削減につながるんだということをしっか

り言わないと、県庁の職員だって知らない人

がいっぱいいますよ、正直。その辺の啓発も

しっかりやってください。 

 以上です。答えは要りません。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにございませんか。 

 

〇河津修司委員 関連することなんですが、

30ページの再造林の推進で、(1)のところの

コロナ対策というのが、ちょっとどのように

結びつくのか分からぬとですけれども。 

 再造林をするのに造林補助金も出てくるわ

けですね。今出しておりますけれども、それ

で十分なのかなというのが、やっぱり皆伐し

てしまっている林地がそのままのところもや

っぱり見かけるわけなんですよね。何とか、

それは再造林をするために十分な補助金を出

してあげないと、山主の負担があまりにも大

きければ、やっぱり再造林しないわけですか

ら、その辺のところは、ここの予算とどう関

係するのか分かりませんけれども、お答えを

お願いしたいと思います。 

 

〇笹木森林整備課長 30ページの１番の森林

再生支援事業に関するお尋ねでありました

が、これについて、まずは本県の補助金が十

分ではないんじゃないかというお話でしたけ

れども、国、県での、ここでいう３番の森林

環境保全整備事業ですね。まず、これで１つ

補助金がございます。ここはおおむね標準経

費の68％のような形で、かなりの部分の補助

が出ていると。 

 さらにその下、(4)の次世代につなぐ森づ

くり事業ということで、この(3)のところ

で、不足している部分の苗木代とかを、さら

にこの４番の事業で上乗せしていて、所有者

の方の負担というのは相当な部分が軽減され

ているという認識でございます。 

 ただ、最近この植えられていない場所が多

いんではないかという指摘に関しては、やは

りなかなか労務者の方が足りたりしていなか

ったりということが１つございます。 

 そういう中で、なかなか下刈り作業なんか

作業する時期も限られますから、その分人手

が要るということでございます。それで、新

しい人を雇うためにも、事業体としても新た

な投資をして、作業者を確保していかなけれ

ばいけない、そういうことで、特に現状コロ

ナのことに端を発して、世界的にウッドショ

ックというのが発生してございます。それ

で、伐採というのがどんどん今拡大傾向にご

ざいます。 

 そういう中で、我々としますと、事業者

を、新たに投資するところを指定することに

よって、再造林をさらに推進していくという

ようなことを今年度新たにしたいというふう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

〇河津修司委員 分かりました。 

 何でコロナに結びつくのかなというのが。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにございませんか。 

 

〇緒方勇二委員 同じく30ページの再造林の

推進について伺いたいと思います。 

 そもそも人工林の割合が、県内は幾つなの

か、あるいは、その中に占める単層林の割合

ですね、杉やヒノキの。この割合をまず教え

ていただけませんか。 

 

〇笹木森林整備課長 本県では、46万ヘクタ

ール森林がございます。そのうち６万ヘクタ

ールは、国有林でございます。民有林が40万

ヘクタールということになるんですけれど

も、そのうち６割が人工林でございまして、

全国的な平均が４割ですから、それからする



第２回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和４年４月27日) 

 - 26 - 

と２割ほど高いような状況になってございま

す。 

 杉、ヒノキの割合については今ちょっと手

元に資料がないんですけれども、そのうちほ

とんどが杉、ヒノキ、９割方杉、ヒノキと思

っていただければ、まあ理解に間違いはない

かなというふうに考えます。 

 

〇緒方勇二委員 その中で、森林資源の循環

利用のサイクルを確立しということでありま

すが、先ほど前川先生のほうからも、切って

使って植えることの大切さをしっかり教えて

いただきましたけれども、その中で保全の整

備事業で68％の補助、それから苗木代の上乗

せ補助やってもなお……ただ、私が１つ懸念

するのは、皆伐がいけないという話がありま

したけれども、片方でそういう話があるんで

すね。切らないと回らないので、しっかりそ

のときに植林をして再造林をするについて、

そこで、31ページの災害に強い森林づくりの

推進で、新規事業でするんだろうというふう

に思います。 

で、土地の形質であるとか、表層崩壊のこ

と、深層崩壊のこと出ました。木があるから

起きたんだ、ないから起きたんだ、整備して

ないから起きたんだということではなくし

て、先人が育んできた森林資源ですからしっ

かり回して、そしてカーボンニュートラルに

資するような取組をやっていく。その中での

災害に強い森林づくりの推進で、パトロール

をしっかりここやられているような話が出て

きているだろうと思うんですが、これ現在ど

う考えても算出コスト的にも合わないとか、

傾斜度を考えてもここに再造林するなよと

か、そういうルールをしっかりやっていただ

きたいのと、先ほど幸野溝のことが出ました

ね、土砂流出抑止の。あの面積であれぐらい

の金額の抑止の対策事業をやるとすれば、人

吉、球磨全体の流出抑止、特にこれをやって

くださいという中小河川ありますから莫大な

金額がかかるんだろうと思います。ですか

ら、本当に天然更新するのか、あるいはここ

は再造林で杉、ヒノキを植えたら駄目ですよ

とか、いろんなルールづくりが要るんだろう

と思いますが、その辺の森林整備の考え方を

教えてください。 

 

〇笹木森林整備課長 どこで循環利用するよ

うな場所を決めていくのかというようなお話

であったかと思います。 

 昨年度、国においては、森林計画制度の運

用の見直しというのを行いました。 

 今年度から、その計画制度に基づく市町村

森林整備計画というものがございますけれど

も、そこで、木材生産について、特に林地の

生産力だったり傾斜等の自然的条件、また林

道等の距離からの社会的条件を勘案して、特

に効率的な施業が可能な森林の区域というの

を設定することにしています。 

 今年度これについて対応していくんですけ

れども、ただ、今ちょうど国がまさにそこに

ついて具体の運用を、まだ、最終的な検討を

行っているところですので、今後そういう状

況を見ながら、どういうような造林ができる

のかということは、市町村とも話をしていき

たいと思います。 

 以上であります。 

 

〇緒方勇二委員 ぜひカーボンのクレジット

のこともありますし、これで購入された部分

が天然更新しても、山主に還元がかなうこと

につながるとか、そういうようなインセンテ

ィブをぜひつけていただくような、そして、

それが災害に強い森林づくりになって、下流

域の皆さん方に御迷惑をかけないことにつな

がるような、そんな循環の持続可能な森林造

りをぜひ今後とも進めていただきますようお

願い申し上げます。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにございませんか。 
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  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○西山宗孝委員長 なければ、以上で後半グ

ループの質疑を終了いたします。 

 最後に、そのほか委員から何かございませ

んでしょうか。 

本日は出席職員が限定されておりますの

で、この場でお答えできない場合について

は、後日回答させていただきたいと思いま

す。 

委員のほうから、何かございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○西山宗孝委員長 なければ、以上で本日の

議題はすべて終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして第２回農林水

産常任委員会を閉会いたします。 

 今後とも、稼げる農水産業、林業も含め

て、執行部のさらなる積極的なことをお願い

いたしまして、本日は非常に勉強になりまし

たので、よろしくお願いしておきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

  午後３時54分閉会 
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